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ユニフォーム規程 新旧対照表（案） 

現 行 改 定（案） 備考 

第７条 〔広告の掲示（２）－広告の様式〕 第７条 〔広告の掲示（２）－広告の様式〕  

（３）広告を掲示できる場所及びサイズは次のとおりとする。 （３）広告を掲示できる場所及びサイズは次のとおりとする。  

① シャツ前面： 選手番号の上部又は下部に300cm2以下 ① シャツ前面： 選手番号の上部又は下部に300cm2以下  

 ② シャツ前面鎖骨（右）： 50cm2以下 広告掲示可能箇所の追加 

 ③ シャツ前面鎖骨（左）： 50cm2以下 同上 

② シャツ背面： 選手番号の上部又は下部に200cm2以下 ④ シャツ背面： 選手番号の上部又は下部に200cm2以下  

③ シャツ背面裾： 裾に150cm2以下（選手番号最下部からシャ

ツ裾までの長さを二等分し、その下部に150cm2以下） 

⑤ シャツ背面裾： 裾に150cm2以下（選手番号最下部からシャ

ツ裾までの長さを二等分し、その下部に150cm2以下） 

 

④ シャツ左袖： 50cm2以下 ⑥ シャツ左袖： 50cm2以下  

⑤ ショーツ前面左： 80cm2以下 ⑦ ショーツ前面左： 80cm2以下  

 ⑧ ショーツ背面： 左右いずれかに80cm2以下 同上 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 〔改 正〕  

  ２０２２年 １月２０日  

 


